
平成30年度　東京都男女平等参画施策の実施状況報告

事業名 事業概要
平成３０年度実績

事業規模
備考 再掲 所管局

（）書きはH30所管

領域Ⅴ　男女平等参画を阻害する様々な暴力への対策

1　性暴力被害者に対する支援

①被害者等への支
援

183 ○民間支援団体、協力医療機関、警察等と連携して、24
時間365日、性犯罪・性暴力被害に遭われた方からの相
談を受け付け、必要な支援につなげる「性犯罪・性暴力
ワンストップ支援事業」を実施します。

○24時間365日相談受付（電話相談、面接相談）
○相談内容に応じて、医療機関や警察などに付添

総務局

184 ○東京ウィメンズプラザや女性相談センターにおいて、
電話や面接によって相談に応じるほか、女性相談セン
ターにおいて、一時保護等の相談に応じます。（再掲）

○東京ウィメンズプラザの運営 東京ウィメンズプ
ラザ運営費

再掲 生活文化局

領域Ⅳ　基本目標２（１）の①　参照

再掲 福祉保健局

185 ○区市町村等の相談窓口の職員が適切に対応できるよ
う、相談員向け研修の中で情報提供を行うとともに、相
談内容に応じて適切な窓口につなぐことができるよう相
談対応能力の強化を図ります。（再掲）

〇相談員向け研修において、相談対応に関する講義を実施して情報共有
を図る
○区市町村相談員スーパーバイズ　毎月１回

再掲 生活文化局

186 ○区市町村の相談員等に向けた研修に、性暴力に関する
相談を受けるに当たっての留意点等を加え、被害者支援
の一層の充実を図ります。

○性暴力被害者支援のための研修を実施 再掲 生活文化局

187 ○女性警察官が配置されている交番、駐在所、鉄道警察
隊分駐所等に「女性の安全相談所」を開設し、女性警察
官が女性の被害や相談等の受理に当たり、性犯罪等の防
止と相談しやすい体制の充実を図ります。

都内200交番、4駐在所及び鉄道警察隊東京分駐所、新宿分駐所に「女性
の安全相談所」（女性警察官配置時）を開設。

警視庁

188 ○「犯罪被害者ホットライン」や「ハートさん～＃８１
０３」等の電話相談窓口により、被害者からの相談に応
じるほか、各警察署における被害者相談受理体制の整
備、充実を図ります。

○通常業務を通じて実施 警視庁

189 ○「被害者の手引」の交付により、各種情報提供を行い
ます。

○「被害者の手引」6,700部(身体犯用)
○英語版「被害者の手引」2,000部(身体犯用)
○韓国語版「被害者の手引」1,450部(身体犯用)
○中国語版「被害者の手引」1,450部(身体犯用)

警視庁

190 ○要請に応じて「被害者カウンセラー」を派遣し、被害
者のカウンセリングや捜査員に対する助言等を行いま
す。

○通常業務を通じて実施 警視庁
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平成30年度　東京都男女平等参画施策の実施状況報告

事業名 事業概要
平成３０年度実績

事業規模
備考 再掲 所管局

（）書きはH30所管
191 ○性犯罪被害者の診察等に係る経済的負担の軽減を図る

ため、緊急避妊薬、性感染症検査及び人工妊娠中絶に係
る費用の一部を公費により支出します。

○通常業務を通じて実施 警視庁

192 ○被害を受けて自宅に居住することが困難となった被害
者等に対し、一時的に利用する宿泊施設を公費負担によ
り提供します。

○通常業務を通じて実施 警視庁

193 ○被害者の自宅が被害現場となった場合において、清掃
業者によるハウスクリーニングに要する費用を公費で支
出します。

○通常業務を通じて実施 警視庁

194 ○被害直後から弁護士に相談して適切な支援を受けられ
るよう弁護士会等と連携して支援を行います。

○通常業務を通じて実施 警視庁

195 ○女性警察官のうち、適任者を「性犯罪捜査員」に指定
し、事件の潜在化防止と被害者の精神的負担の軽減を図
ります。

警視庁

196 ○性犯罪捜査員に対し、性犯罪被害者からの事情聴取、
供述調書の作成、その他専門的知識及び技能習得に重き
を置いた訓練を推進し、捜査能力の向上に努めるととも
に、組織的な体制強化をしていきます。

警視庁

197 ○捜査を迅速かつ的確に推進するため、主管課の専務員
が早期現場臨場するとともに、性犯罪捜査員の育成増強
を図ります。

警視庁

198 ○児童ポルノ・児童買春等の根絶に向けて、取締の強化
及び少年相談専門職員等による相談・保護の充実を図り
ます。

○性犯罪捜査員の積極的活用
○性犯罪対策の効果的推進
○少年相談専門職員による被害少年に対するカウンセリングの実施

警視庁

②都における普
及・啓発

199 ○都内各大学等の学生等を対象に性犯罪被害に関する知
識や性犯罪被害者への適切な接し方を学ぶ、「性犯罪被
害に関する研修」を開催し、性犯罪被害者に対する正し
い理解の増進を図ります。

○通常業務を通じて実施 警視庁

200 ○一年を通して広報啓発活動を推進し、性犯罪被害者等
に対する理解を深め、社会全体で被害者を思いやり支え
る気運を醸成します。

○被害者の心情に配意した各種施策や広報啓発活動の積極的推進 警視庁

201 ○スマートフォン等の普及を踏まえた児童の犯罪被害等
を防止するための啓発活動を推進します。

○性被害防止対策講習を含むファミリｅルール講座の開催や児童ポルノ
被害防止及びスマートフォン利用に関する啓発等のリーフレットを作成
し、配布

※予算額全体 都民安全推進本
部（青少年・治
安対策本部）

○子どもを守るネットルールTOKYOキャンペーンの開催
○携帯電話販売事業者に対する要請の徹底
○警視庁と東京教育庁との連携

警視庁

○性犯罪捜査員の育成と本部、警察署への配置の拡充
○性犯罪捜査員以外の者に対する指導・教育の実施
○捜査資器材の整備
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平成30年度　東京都男女平等参画施策の実施状況報告

事業名 事業概要
平成３０年度実績

事業規模
備考 再掲 所管局

（）書きはH30所管
202 ○若年層に向けて、交際相手からの暴力に加え、若年層

が遭いやすい被害についての相談機関を周知するなど、
啓発活動を行います。（再掲）

○若年層向け相談先周知カード「デートＤＶって、なんだろう？」を関
係機関に配布

啓発資料作成費 再掲 生活文化局

２　ストーカー被害者に対する支援

①被害者等への支
援

203 ○ストーカー行為は、事態が急展開して重大な結果に発
展するおそれが高いなど、警察への早期の相談が重要で
あることから、相談窓口を広く周知し、適切に対応しま
す。

○通常業務を通じて実施 警視庁

204 ○相談時に適切な対応ができるようにするため、各警察
署員に対する研修の充実、強化を図ります。

○相談責任者実務研修、犯罪被害者支援専科等各種研修の実施
○人身安全関連事案対策専科教養の実施

警視庁

205 ○ストーカー事案については、認知の段階から生活安全
部門、刑事部門等が一体となってその対処にあたるとと
もに、警視庁人身安全関連事案総合対策本部と連携した
検挙活動、保護対策等を実施するなど、被害者等の安全
確保のために最も効果的な対策を実施していきます。

○通常業務を通じて実施 警視庁

206 ○東京ウィメンズプラザや女性相談センターにおいて、
電話や面接によって相談に応じるほか、女性相談セン
ターにおいて、一時保護等の相談に応じます。（再掲）

○東京ウィメンズプラザの運営 東京ウィメンズプ
ラザ運営費

再掲 生活文化局

領域Ⅳ　基本目標２（１）の①　参照

再掲 福祉保健局

207 ○区市町村等の相談窓口の職員が適切に対応できるよ
う、相談員向け研修の中で情報提供を行うとともに、相
談内容に応じて適切な窓口につなぐことができるよう相
談対応能力の強化を図ります。（再掲）

〇相談員向け研修において、相談対応に関する講義を実施して情報共有
を図る
○区市町村相談員スーパーバイズ　毎月１回

再掲 生活文化局

②都における普
及・啓発

208 ○若年層に向けて、交際相手からの暴力に加え、若年層
が遭いやすい被害についての相談機関を周知するなど、
啓発活動を行います。（再掲）

○若年層向け相談先周知カード「デートＤＶって、なんだろう？」を関
係機関に配布

啓発資料作成費 再掲 生活文化局

209 ○ストーカーの被害者にならないための内容のほか、本
人が気が付かないうちにストーカー行為をすることがな
いように、加害者にならないための内容を盛り込むな
ど、被害者・加害者の両側面からなるリーフレットを作
成し、被害者・加害者を生まない社会の構築を目指しま
す。

○女性の犯罪被害防止リーフレット　100,000部作成 都民安全推進本
部（青少年・治
安対策本部）
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平成30年度　東京都男女平等参画施策の実施状況報告

事業名 事業概要
平成３０年度実績

事業規模
備考 再掲 所管局

（）書きはH30所管
210 ○ストーカー、リベンジポルノ、痴漢・盗撮をはじめと

した性犯罪など、主に女性を狙った犯罪被害を防止する
ための具体的対処要領等について専門講師による講習会
を実施し、大学生、専門学校生などの狙われやすい年齢
層を中心に被害防止能力の向上を目指します。

○女性の犯罪被害防止講習会　30回 都民安全推進本
部（青少年・治
安対策本部）

３　セクシュアル・ハラスメントの防止

①相談・普及啓発 211 ○労働者・使用者双方に対して、セクシュアル･ハラス
メント防止に関する普及啓発活動を行います。また、職
場におけるセクシュアル・ハラスメントに関する相談、
あっせんを行います。

○労働相談などで対応 産業労働局

212 ○東京ウィメンズプラザや女性相談センターにおいて、
相談に応じます。（再掲）

○東京ウィメンズプラザの運営 東京ウィメンズプ
ラザ運営費

再掲 生活文化局

領域Ⅳ　基本目標２（１）の①　参照
再掲 福祉保健局

213 ○区市町村等の相談窓口の職員が適切に対応できるよ
う、相談員向け研修の中で情報提供を行うとともに、相
談内容に応じて適切な窓口につなぐことができるよう相
談対応能力の強化を図ります。（再掲）

〇相談員向け研修において、相談対応に関する講義を実施して情報共有
を図る
○区市町村相談員スーパーバイズ　毎月１回

再掲 生活文化局

②都庁内における
セクシュアル・ハ
ラスメントの防止
対策

214 ○各任命権者の代表、関係局の代表及び関係者等からな
る連絡会議を設置して、都におけるセクシュアル･ハラ
スメントの防止を図ります。

○会議の開催　年4回
○セクシュアル・ハラスメント等対策について、各任命権者間の調整、
意見交換等を行った。

総務局

215 ○講師養成研修「人権・同和問題科」
都政に携わる全ての職員の人権意識の高揚を図り、同和
問題をはじめ女性、子供などの様々な人権問題に対する
正しい理解と認識を深めます。また、セクシュアル・ハ
ラスメントに関する研修も行います。

○管理職及び管理職候補者を対象に年2回実施
・受講者165名
・第1回 平成30年5月21日･30日 修了者108名
・第2回 平成31年1月9日･22日 修了者57名

（一財）東京都人
材支援事業団へ交
付している交付金
の一部

総務局

216 〇ダイバーシティ時代のハラスメント対策
すべての職員の働きやすさはもとより、多様性を認め合
うことも含めた、総合的なハラスメント防止対策を行い
ます。

・ダイバーシティ時代のハラスメントに関するアンケート
・ハラスメント啓発資料作成

総務局

217 ○公立学校の１年次（初任者）研修や中堅教諭等資質向
上研修、管理職研修（候補者を含みます。）において、
セクシュアル・ハラスメント防止に関する研修を実施し
ます。

・教育管理職候補者研修　472名　年１回開催
・主任教諭任用前研修 　1900名　年１回開催
・初任者等研修　　603名　　年1回開催
・中堅教諭等資質向上研修Ⅰ　1673名　年１回開催

教育庁

４　性・暴力表現への対応

①メディアへの対
応

218 ○「東京都青少年の健全な育成に関する条例」に基づ
き、著しく性的感情を刺激するなど、青少年の健全な育
成を阻害する図書類の区分陳列を徹底します。

○東京都青少年健全育成審議会の開催
（不健全図書類の諮問　　年12回）
○不健全図書類の販売状況に関する立入調査
通年

都民安全推進本
部（青少年・治
安対策本部）
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平成30年度　東京都男女平等参画施策の実施状況報告

事業名 事業概要
平成３０年度実績

事業規模
備考 再掲 所管局

（）書きはH30所管
219 ○「東京都青少年の健全な育成に関する条例」に基づ

き、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある情報を
取り除くためのフィルタリングの普及を推進します。

都民安全推進本
部（青少年・治
安対策本部）

220 ○インターネットやゲームをする上での、家庭内におけ
るルールづくりを支援することで、親子のコミュニケー
ションをより一層、緊密にすると同時に有害情報から子
供を守ります。

都民安全推進本
部（青少年・治
安対策本部）

221 ○情報活用能力向上推進事業や教職員研修センター等に
おける教員研修を通して、性や暴力表現を扱ったメディ
アから児童・生徒を守ることを含め、情報を発信する責
任や情報モラル、リテラシーに関する教育の充実を図り
ます。

1 親子情報モラル教室の実施(公立小学校延べ149校)
2 情報教育推進校の指定（小学校、中学校、高等学校、特別支援学校か
ら計8校）
3 情報教育研修の実施（年2回）
4 「ＳＮＳ東京ルール」共同研究プロジェクトを通した補助教材「ＳＮ
Ｓ東京ノート」の作成・配布（都内公立学校の全児童・生徒に配布）
5 初任者研修　　500名　年1回開催

- 教育庁

②被害者への支援
等

222 ○東京ウィメンズプラザや女性相談センターにおいて、
電話や面接によって相談に応じます。（再掲）

○東京ウィメンズプラザの運営 東京ウィメンズプ
ラザ運営費

再掲 生活文化局

領域Ⅳ　基本目標２（１）の①　参照
再掲 福祉保健局

223 ○区市町村等の相談窓口の職員が適切に対応できるよ
う、相談員向け研修の中で情報提供を行うとともに、相
談内容に応じて適切な窓口につなぐことができるよう相
談対応能力の強化を図ります。（再掲）

〇相談員向け研修において、相談対応に関する講義を実施して情報共有
を図る
○区市町村相談員スーパーバイズ　毎月１回

再掲 生活文化局

224 ○サイバーパトロールのほか、各種相談事案を通じて違
法情報を収集し、対策と取締りを推進します。

○通常業務を通して実施 警視庁

③普及・啓発 225 ○児童・生徒や保護者、その地域の有志等を対象に、児
童ポルノの概要や児童ポルノ被害事案、被害に遭わない
ための防犯対策に関する啓発講演会等を実施します。

○児童・生徒や保護者、その地域の有志等を対象に、「自画撮り被害」
やＪＫビジネスによる被害など性被害の実態やその危険性を理解するた
めの講習会等を実施
（ファミリeルール講座（講演会、グループワーク等）の実施　通年）
○性被害防止対策等リーフレットを都内新小学5年生、新中学1年生及び
保護者に配布

領域Ⅴ　１の②
参照
※予算額全体

再掲 都民安全推進本
部（青少年・治
安対策本部）

226 ○ストーカー、リベンジポルノ、痴漢・盗撮をはじめと
した性犯罪など、主に女性を狙った犯罪被害を防止する
ための具体的対処要領等について専門講師による講習会
を実施し、大学生、専門学校生などの狙われやすい年齢
層を中心に被害防止能力の向上を目指します。（再掲）

領域Ⅴ　２の②　参照

再掲 都民安全推進本
部（青少年・治
安対策本部）

○携帯電話端末等の利用による有害情報の閲覧防止措置について、青少
年インターネット環境整備法の改正に伴い、東京都青少年健全育成条例
を改正。フィルタリングサービスの更なる利用促進を図る。
（ファミリeルール講座（講演会、グループワーク等）の実施　通年）
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平成30年度　東京都男女平等参画施策の実施状況報告

事業名 事業概要
平成３０年度実績

事業規模
備考 再掲 所管局

（）書きはH30所管
227 ○ネット環境浄化のために、サイバー犯罪対策協議会等

と連携した広報啓発活動を推進します。
○通常業務を通して実施 警視庁

228 ○スマートフォン等の普及を踏まえた児童の犯罪等を防
止するための啓発活動を推進します。（再掲） 領域Ⅴ　１の②　参照

※予算額全体 再掲 都民安全推進本
部（青少年・治
安対策本部）

領域Ⅴ　１の②　参照

再掲 警視庁

229 ○若年層に向けて、交際相手からの暴力に加え、若年層
が遭いやすい被害についての相談機関を周知するなど、
啓発活動を行います。（再掲）

○若年層向け相談先周知カード「デートＤＶって、なんだろう？」を関
係機関に配布

啓発資料作成費 再掲 生活文化局
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